
平成２１年１１月２５日 

海  上  保  安  庁 

 
 
 
※第三管区海上保安本部広報予定 

「海上薬物取締セミナー（MADLES2009）」を開催します 

 
 海上保安庁では、１２月８日（火）から１２月１０日（木）までの３日間、アジア６カ国等

の海上保安機関及び薬物取締機関の実務責任者レベルによる「海上薬物取締セミナ

ー（Maritime Drug Law Enforcement Seminar ２００９ / ＭＡＤＬＥＳ２００９）」を東京及び

横浜で開催致します。 

国境を越える国際組織犯罪への対処は、アジア圏内の取締等関係機関との連携強

化が必要不可欠であり、本セミナーは、アジア各国の薬物取締機関及び海上保安機関

の職員を招聘し、実務者レベルにおける密輸情勢及び取締体制の現状に係る情報交

換を行うとともに、海上保安庁の取締り技術の移転を目的として開催するもので、今回

で五回目の開催となります。 

 

１ 開催日時 

平成２１年１２月８日（火）から１２月１０日（木）までの３日間 

 

２ 開催場所 

会議：東京プリンスホテル３階「ゴールデンカップ」 

海上取締デモンストレーション：横浜海上防災基地～東京湾 

 

３ 参加国等 

次のアジア各国の海上保安機関、薬物取締機関等１４機関（９カ国、国連）の参加

を予定 

中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、カンボジア 

米国、ロシア、韓国、国連薬物犯罪事務所（UNODC） 

 

４ 行事予定 

８日（火） 

10:35～10:45 

 

11:10～11:40 

 

13:30～17:10 

 オープニングセッション※ 

海上保安庁警備救難部長挨拶 

ＵＮＯＤＣ東アジア・太平洋地域センター所長による基

調講演 

 各国薬物情勢発表 

９日（水） 

09:30～10:30 

11:00～12:00 

13:30～15:30 

15:30～15:35 

 各国薬物情勢発表 

 薬物海上不正取引にかかる情報交換の促進等 

 海上薬物取締机上訓練 

クロージングセッション 

１０日（木） 13:30～17:00 海上取締デモンストレーション（別紙）※ 

※ オープニングセッション及び海上取締デモンストレーションについては取材可能です。

申し込みについては１２月３日（木）までに、海上保安庁総務部政務課政策評価広報室

報道係03-3591-6361( 内線2220,2221)、03-3591-9780（直通）までご連絡下さい。 

問合せ先 

海上保安庁警備救難部 国際刑事課 

課 長 補 佐 竹内 行広（たけうち ゆきひろ） 

担 当 係 長 安部 哲史（あんべ のりちか） 

Ｔｅｌ ０３－３５９１－６３６１（内線）５５０１、５５２０ 

直通 ０３－３５８１－１７０１ 



「海上薬物取締セミナー（MADLES2009）」デモンストレーションの概要 

 

ＭＡＤＬＥＳ２００９では、アジアの海上保安機関と薬物取締機関が一同に会する機会

を捉え、セミナー参加者へ取締り技術を移転することを目的として、第三管区海上保安

本部が次のとおり海上での密輸取締りのオペレーション技術等、海上保安庁の取締り

技術を実演する。 

 

１ 実施日時・場所 

(1) 平成２１年１２月１０日（木）１３３０～１７００ 

(2) 東京湾 中の瀬付近海上 

 

２ 参加船艇・航空機 

巡視船艇８隻、航空機１機 

 

３ 展示内容 

外国関係機関から「密輸容疑船が、大量の覚せい剤を密輸する」との情報を入

手、取締方針を策定し、同容疑船を洋上（領海内）で停船させ、制圧後捜索差押え

を実施、船内から大量の薬物を発見し被疑者を逮捕するまでの過程を展示する。 

 

４ 実施項目 

(1) 密輸容疑船に対する停船命令、捜査員移乗 

(2) 船内保安確認、船長・乗組員確保、捜索差押許可状執行 

(3) 船内捜索、発見薬物予試験、被疑者逮捕、採証 

 

５ その他 

   デモンストレーションは、「巡視船いず」に乗船しての取材となります。 

別紙


